
保険金のお支払い内容 ＜持ち物サポートプラン＞

※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。）

保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合

死亡保険金★傷害総合保険普通保険約款 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日から

その日を含めて１８０日以内に死亡された場合

死亡・後遺障害保険金額の全額 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ

●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ

●妊娠、出産、早産または流産によるケガ

●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ（テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部

修正特約により、保険金の支払対象となります。）

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ

●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ

●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付

けるに足りる医学的他覚所見のないもの※

（注１）死亡保険金受取人（定めなかった場合は被保険者の

法定相続人）にお支払いします。

（注２）既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死

亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金

の額を差し引いた額をお支払いします。

●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ

●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ

など

（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

＜家族特約をセットする場合＞

上記に追加される事由

●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ

上記から除外される事由

●保険契約者の故意または重大な過失によるケガ

後遺障害保険金★傷害総合保険普通保険約款 保険期間中の事故※によるケガのため、事故の発生の日から

その日を含めて１８０日以内に後遺障害※が発生した場合

死亡・後遺障害保険金額×

約款所定の保険金支払割合（４％～100％）

（死亡保険金と同じ）

（注１）政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保

険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。

（注２）被保険者が事故の発生の日からその日を含めて１８

０日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保

険会社は、事故の発生の日からその日を含めて１８１日目に

おける医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、

後遺障害保険金をお支払いします。

（注３）同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあ

った後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金を

お支払いします。

（注４）既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死

亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金

の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を

通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険

金額が限度となります。

保険期間中の偶然な事故（盗難・破損・火災など）により、

携行品（＊）に損害が発生した場合

（＊）「携行品」とは、被保険者が住宅（敷地を含みます。

）外において携行している被保険者所有の身の回り品をいい

ます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『携行品』」

を除きます。

損害の額－免責金額※（１回の事故につき３，０００円）

（注１）損害の額は、保険価額※によって定めます。なお、

被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の

状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価

値の下落（格落損）は含みません。この場合においても、修

繕費が保険価額を超えるときは、保険価額を損害の額としま

す。

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害

●被保険者と生計を共にする親族※の故意による損害

●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害

●公権力の行使（差し押え・没収・破壊等）による損害

●携行品の自然の消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害

●すり傷、かき傷、塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって、携行品が有する機能に支障をきたさない

損害

●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これ

らの事由によって発生した火災による損害を除きます。

保険金の種類
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携行品損害保険金★携行品損害補償特約



（注２）損害の額は、１個、１組または１対のものについて

１０万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等（

鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券ま

たは旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。）

もしくは小切手については１回の事故につき５万円が限度と

なります。

（注３）保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害

保険金額が限度となります。

（注４）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特約

や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他にある場

合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や

保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入くだ

さい。

●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。

●携行品の置き忘れまたは紛失による損害

●戦争、その他の変乱※、暴動による損害（テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部

修正特約により、保険金の支払対象となります。）

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害

●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害

●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害

など

携行品損害保険金★携行品損害補償特約



承認番号　C24-06-019③

補償対象外となる運動等

セットする特約 特約の説明

条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約

（自動セット）

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教

・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

家族特約 被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。

●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。

「急激」とは、突発的に発生することをいいます。ケガの原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」からの結果としてのケガまでの過程が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。

「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。

「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。

「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状（＊）を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。

①細菌性食中毒

②ウイルス性食中毒

（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。

山岳登はん（＊１）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊２）操縦（＊３）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（＊４）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

（＊１）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング（フリークライミングを含み、登る壁の高さが５ｍ以下であるボルダリングは含みません。）をいいます。

（＊２）グライダーおよび飛行船は含みません。

（＊３）職務として操縦する場合は含みません。

（＊４）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。

補償対象外となる職業

補償対象外となる主な「携行品」

オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手（競輪選手）、モーターボート（水上オートバイを含みます。）競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。）、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフェリーを含みま

す。）、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業

船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。）・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型およびこれらの付

属品、携帯電話・ＰＨＳ・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券（乗車

券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。）、印紙、切手、預金証書または貯金証書（通帳およびキャッシュカードを含みます。）、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、漁具（釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、た

も網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。）、稿本（本などの原稿）・設計書・図案・証書（運転免許証およびパスポートを含みます。）・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する物（印章は補償の対象となりま

す。）、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データなど

【※印の用語のご説明】

用語のご説明

●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。

●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。（＊）いずれもそのための練習を含みます。

●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。

●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。

●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。

●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。

●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。

●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。

●「親族」とは、６親等内の血族、配偶者※および３親等内の姻族をいいます。

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。

●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方を含みます。

●「保険価額」とは、損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。


